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津市告示第１３号 

津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２１５号） 

第１６条第２項及び津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１

８年津市規則第２０３号）第１４条第１項の規定に基づき、令和４年度の津市

営住宅に係る近傍同種の住宅の家賃を次のとおり定めたので告示する。 

  令和４年２月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

 

市営住宅の名称 近傍同種の住宅の家賃 

白塚団地１号館 ３２，５００円 

白塚団地２号館 ３２，５００円 

白塚団地３号館 ３２，９００円 

白塚団地４号館 ３８，２００円 

白塚団地５号館 ３９，２００円 

一身田アパート ３８，７００円 

上浜町六丁目住宅 ９，１００円 

旭町ＣＢアパート １３，１００円 

下部田簡耐住宅 ９，０００円 

大井アパート ２４，８００円 

大井住宅Ａ－１号からＡ－１２号まで、Ａ－１５号

からＡ－１８号まで、Ｄ－１号からＤ－４号まで、

Ｄ－１５号からＤ－２０号まで及びＤ－２３号から

Ｄ－２６号まで 

３６，３００円 

大井住宅Ａ－１３号、Ａ－１４号、Ｃ－１７号から

Ｃ－２５号まで、Ｃ－２７号、Ｃ－２８号及びＤ－

５号からＤ－１４号まで 

３６，９００円 

大井住宅Ｂ－２号からＢ－１１号まで ３８，４００円 

大井住宅Ｂ－１２号からＢ－２７号まで ３８，６００円 

大井住宅Ｃ－１号からＣ－１６号まで ３７，７００円 

高洲町アパート１号館 １４，９００円 

高洲町アパート２号館 １７，５００円 



高洲町アパート３号館 ２２，７００円 

高洲町アパート４号館 ２４，６００円 

高洲町アパート５号館 ２５，７００円 

高洲住宅３番１号から３番１２号まで、７番１０号

から７番１６号まで及び１０番９号から１０番２４

号まで 

３９，３００円 

高洲住宅６番１号から６番１２号まで、７番５号か

ら７番８号まで、７番１７号から７番２０号まで、

１０番５号から１０番８号まで、１１番１号から１

１番１２号まで、１１番１５号から１１番２２号ま

で及び１４番１号から１４番１８号まで 

３９，５００円 

高洲住宅７番１号から７番４号まで、７番２１号か

ら７番２４号まで、１０番１号から１０番４号ま

で、高洲住宅１８番１号から１８番１０号まで、１

８番１５号から１８番４１号まで、１８番４３号か

ら１８番４９号まで及び１９番１号から１９番６号

まで、１９番７号から１９番１２号まで、２２番１

号から２２番１２号まで及び２３番１号から２３番

２４号まで 

３８，５００円 

新町２号館アパート １６，３００円 

新町３号館アパート １４，８００円 

新町４号館アパート １４，８００円 

千鳥アパート ４２，３００円 

阿漕Ｂ住宅 １０，２００円 

阿漕Ｃ住宅 １０，２００円 

阿漕１号館アパート １３，４００円 

阿漕２号館アパート １４，１００円 

南阿漕１号館 ２７，７００円 

南阿漕２号館 ３１，４００円 

朝汐１号館アパート １１，３００円 

朝汐２号館アパート １２，４００円 

朝汐３号館アパート １３，０００円 



藤水団地１号館 ４１，１００円 

藤水団地２号館１０１号及び１０２号 ４４，２００円 

藤水団地２号館２０１号、２０２号、３０１号及び

３０２号 
３９，４００円 

上弁財団地１号館 ５０，８００円 

上弁財団地２号館１０１号から１０３号まで、２０

２号、３０２号及び４０２号 
４２，２００円 

上弁財団地２号館２０１号、２０３号、３０１号、

３０３号、４０１号及び４０３号 
５１，３００円 

ぜにやま団地１号館 １０，７００円 

ぜにやま団地２号館 １１，８００円 

ぜにやま団地３号館 １１，５００円 

ぜにやま団地４号館 １２，９００円 

ぜにやま団地５号館 １２，３００円 

ぜにやま団地６号館 １４，２００円 

ぜにやま団地７号館 １４，７００円 

ぜにやま団地８号館 １５，２００円 

ぜにやま団地９号館 １５，８００円 

ぜにやま団地１０号館 １５，８００円 

ぜにやま団地１１号館 １５，８００円 

ぜにやま団地１２号館 １７，３００円 

ぜにやま団地１３号館 ２１，９００円 

ぜにやま団地１４号館 ２２，２００円 

ぜにやま団地１５号館 ２４，０００円 

ぜにやま団地１６号館 ２５，０００円 

ぜにやま団地１７号館 ２８，１００円 

ぜにやま団地１８号館 ２８，１００円 

ぜにやま団地１９号館 ２７，０００円 

藤方団地１号館 ２８，３００円 

藤方団地２号館 ２９，７００円 

藤方団地３号館 ２９，９００円 

藤方団地４号館 ２８，８００円 



城山アパート １１，０００円 

西城山１号館アパート １４，８００円 

西城山２号館アパート １４，８００円 

西城山３号館アパート １５，３００円 

西城山４号館アパート １５，３００円 

西城山５号館アパート １５，２００円 

西城山６号館アパート １５，２００円 

小森団地１号館 ４５，８００円 

小森団地２号館 ４２，４００円 

高茶屋住宅 ９，９００円 

里ノ上Ａ住宅 ９，２００円 

里ノ上Ｂ住宅 ９，５００円 

雲出１号館１０１号、２０１号、２０６号、３０１

号及び３０６号 
６７，０００円 

雲出１号館１０２号、１０５号、２０２号、２０５

号、３０２号及び３０５号 
６７，７００円 

雲出１号館１０３号、１０４号、２０３号、２０４

号、３０３号及び３０４号 
７２，２００円 

雲出１号館１０６号 ６９，５００円 

雲出２号館１０１号 ７１，７００円 

雲出２号館１０２号、１０７号、２０２号、２０７

号、３０２号及び３０７号 
６９，９００円 

雲出２号館１０３号から１０６号まで、２０３号か

ら２０６号まで及び３０３号から３０６号まで 
７４，７００円 

雲出２号館１０８号、２０１号、２０８号、３０１

号及び３０８号 
６９，２００円 

野村団地 １２，４００円 

野村東団地 １１，７００円 

相川団地 １３，５００円 

森団地１号から４号まで及び９号から１２号まで ９，５００円 

森団地１３号から２４号まで １０，１００円 

森団地２５号から３２号まで １０，０００円 



森団地３３号から４１号まで及び４３号から５７号

まで 
１０，４００円 

森団地５８号から７２号まで １２，０００円 

森団地７３号から７９号まで １０，７００円 

森団地８０号から８９号まで １１，１００円 

中町団地Ａ ２６，４００円 

中町団地Ｂ ２８，６００円 

相川西団地Ａ ２８，４００円 

相川西団地Ｂ ３６，４００円 

明神団地 ３４，６００円 

北口団地Ａ ３６，８００円 

北口団地Ｂ ３９，７００円 

桃里団地Ａ ４４，６００円 

桃里団地Ｂ ５２，２００円 

桃里団地Ｃ ４６，２００円 

桃里団地Ｄ１０１号及び１０７号 １０８，０００円 

桃里団地Ｄ１０２号から１０４号まで、２０２号か

ら２０４号まで、３０２号から３０４号まで、４０

２号から４０４号まで、５０２号から５０４号まで

及び６０２号から６０４号まで 

８８，９００円 

桃里団地Ｄ１０５号、１０６号、２０５号、２０６

号、３０５号、３０６号、４０５号、４０６号、５

０５号、５０６号、６０５号及び６０６号 

８９，１００円 

桃里団地Ｄ２０１号、２０７号、３０１号、３０７

号、４０１号、４０７号、５０１号、５０７号、６

０１号及び６０７号 

１０６，９００円 

青木団地１号から３号まで、５号から７号まで、１

０号から１３号まで及び１６号から１９号まで 
１４，０００円 

青木団地８号、９号、１４号、１５号、２０号から

３５号まで、３７号から４１号まで及び４３号から

４６号まで 

１３，２００円 

藤ヶ丘団地１号から３号まで、５号から２４号まで ２６，９００円 



及び２６号から３７号まで  

藤ヶ丘団地３８号から４１号まで及び４３号から７

４号まで 
２７，５００円 

殿町住宅 ３６，６００円 

新横山住宅 ３６，９００円 

美里第１住宅Ａ棟 ３４，５００円 

美里第１住宅Ｂ棟 ３４，５００円 

美里第２住宅１号館 １６，８００円 

美里第２住宅２号館 １６，８００円 

片野団地 ３６，２００円 

新沢田団地 ２０，１００円 

奥津団地 ６，４００円 

 



津市告示第１４号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び住民基本台帳法施行

令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住

民票を職権で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３箇月以内に、津市長に対して審査請求することができる。 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、

津市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 

令和４年２月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 職権消除した住民票 

住 所 氏 名 生 年 月 日 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○ ○○○

○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○

○○ 

○○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○ ○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○ 



  ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○ 

○○ ○○○ ○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○ 

○○○○○○ ○

○○○○○○ ○

○○○○○○ ○

○○○○○ 

○○○○○○○○○

○○○ 

○○○○○○○○○○○○○

○ 

○○ ○○ ○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○ 

○○ ○ ○○○○○○○○○ 

 

２ 消除した年月日 

  令和４年１月２５日 



津市告示第１５号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定に基づき、

指定地域密着型サービスの事業の廃止に係る届出がされたので、介護保険法第

７８条の１１第２号の規定により告示する。 

令和４年２月３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  特定非営利活動法人スマイルハート 

２ 事業所の名称 

  スマイルハート 

３ 事業所の所在地 

  津市広明町２５３番地 

４ 廃止年月日 

令和４年２月１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 



津市告示第１６号 

 令和４年第１回津市議会臨時会を次のとおり招集する。 

  令和４年２月８日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 招集の日 

  令和４年２月１５日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 

３ 会議の事件 

  議長の選挙 

  副議長の選挙 

  議会運営委員の選任 

  常任委員の選任 

  専決処分の承認について 

  専決処分の承認について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  専決処分の報告について 

  財産の交換について 

  財産の取得について 

  訴訟の提起について 

  令和３年度津市一般会計補正予算（第１３号） 

 



津市告示第１７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第４１号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  令和４年２月８日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  大里野田町自治会 

  三重県津市大里野田町４０１番地１ 

  代表者 藤井 正博 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
村田 進 

三重県津市大里野田町５４６番地１ 

変更後 
藤井 正博 

三重県津市大里野田町４９６番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和４年１月９日の定期総会において改選さ

れたため。 



津市告示第１８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第２０４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和４年２月９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 届出者 

  南出自治会 

  三重県津市白山町南出２９６番地１ 

  代表者 森元 克一 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
栗原 ひとみ 

三重県津市白山町南出６５７番地 

変更後 
森元 克一 

三重県津市白山町南出１５４番地 

３ 変更の理由及び年月日 

  地縁による団体の代表者が、令和４年１月３０日の定期総会において改選

されたため。 



津市告示第１９号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定に基づき、指

定居宅介護支援事業の廃止に係る届出がされたので、介護保険法第８５条第２

号の規定により告示する。 

令和４年２月９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  株式会社おがわ 

２ 事業所の名称 

  ケアライフなずな 

３ 事業所の所在地 

  津市緑が丘二丁目１０番地８ 

４ 廃止年月日 

令和４年３月７日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 



津市告示第２０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１９年津市告示第１６９号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和４年２月１０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

  三多気区 

  三重県津市美杉町三多気３９０番地 

  代表者 福永 正 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
福井 克典 

三重県津市美杉町三多気３８８番地 

変更後 
福永 正 

三重県津市美杉町三多気３３２番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和４年１月９日の定期総会において改選さ

れたため。 



津市告示第２１号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条に基づき撤去し、保管している

自転車について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 令和４年２月１０日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

一志町小山地内 １ 令和４年１月４日 

津駅東口周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和４年１月５日 

高茶屋小森町地内 １ 令和４年１月６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和４年１月７日 

緑が丘一丁目地内 １ 令和４年１月７日 

久居駅前第１公共自転車等駐車場 ５ 令和４年１月１７日 

久居駅前第２公共自転車等駐車場 ２ 令和４年１月１７日 

アスト公共自転車等駐車場 １０６ 令和４年１月２０日 

桜橋二丁目地内 １ 令和４年１月２０日 

アスト公共自転車等駐車場 ４６ 令和４年１月２１日 

豊津上野駅前公共自転車等駐車場 ２ 令和４年１月２１日 

津駅西口周辺自転車等放置禁止区域 ２ 令和４年１月２４日 

津駅東口周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和４年１月２８日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和４年１月２８日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２２号 

 下記の者の固定資産税都市計画税督促状、市民税県民税督促状及び軽自動車 

税督促状は、住所居所不明のため送達することができないので、地方税法（昭 

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和４年２月１４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 令和２年度市民税県民

税督促状第４期、令和

３年度市民税県民税督

促状第３期 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○

○○○○○ ○○○○

○○○○ 

令和３年度市民税県民

税督促状第３期 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○ ○

○○○○○○○○ ○

○○○○○ 

令和３年度固定資産税

都市計画税督促状第１

期から第３期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○

○○ 

令和３年度市民税県民

税督促状第３期 

○○○○○○○ ○○ ○○○ 令和３年度市民税県民

税督促状第３期 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 令和３年度市民税県民

税督促状第３期 

○○○ ○○ ○○ 令和３年度市民税県民

税督促状第３期 

○○○○○○○○ ○○ ○○ 令和３年度市民税県民

税督促状第３期 



○○○○○○○○○○○○

○ 

○○ ○○ 令和３年度固定資産税 

都市計画税督促状第３ 

期、令和３年度固定資 

産税都市計画税督促状 

第５期（平成３０年度、

平成３１年度及び令和

２年度賦課分） 

○○○○○○○○○○○○

○ 

○○ ○○○○○ ○ 

○○○○○ 

平成２９年度固定資産

税都市計画税督促状第

４期 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ 

○○ ○○ 令和２年度市民税県民

税督促状第３期、第４

期 

○○○○○○○○○○○○

○○○ ○○○○○ 

○○ ○○ 令和２年度市民税県民

税督促状第４期 

○○○○○○○ ○○ ○○ 令和３年度市民税県民 

税督促状第３期、第５ 

期（令和２年度賦課分）

○○○○○○○ ○○ ○ 令和３年度軽自動車税

督促状第１期 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。 



津市告示第２３号 

 下記の者の差押調書謄本、債権差押解除通知書及び配当計算書謄本は、住所 

居所不明のため送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２ 

２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和４年２月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○ ○○○○○○

○○○ 

○○ ○○ 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○ ○○○○○○○○○ 

○○○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○ ○○○ ○○○○○ 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○

○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○

○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○ ○○ ○○○○○○ 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○ 

○○○ ○○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○

○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○ ○○○

○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○ 差押調書謄本及び配当 



 ○○○○○ 計算書謄本 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ ○○○ 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○ ○○

○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○ 

○○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○○○ ○○○○○ 

○○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ ○○○○

○○○○ 

○○ ○ 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○ 

○○ ○○○ ○○○

○○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○ 

○○ ○○○○○ ○ 

○○○○○ 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ 

○○ ○○ 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○ 

○○ ○○ 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○ 

○○ ○○ 配当計算書謄本及び債

権差押解除通知書 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○○○○ 

○○ ○○ 配当計算書謄本及び債

権差押解除通知書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ ○○

○○ 

○○○○○○○○○ 

○○○○○○○ ○○

○○○○○ 

差押調書謄本 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。 



津市公告第１０号 

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の６第２項の規定により、津

市森林整備計画を変更したいので、同法第１０条の５第７項において準用する

同法第６条第１項の規定により公告し、当該計画変更の案を次のとおり公衆の

縦覧に供します。 

なお、当該計画変更の案に意見がある者は、同法第１０条の５第７項におい

て準用する同法第６条第２項の規定により、縦覧期間満了の日までに、津市長

に、理由を付した文書をもって、意見を申し立てることができます。 

令和４年２月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 縦覧場所 

  津市白山庁舎２階 津市農林水産部林業振興室 

２ 縦覧期間 

令和４年２月１日から令和４年３月３日まで 



津市公告第１１号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 

  令和４年２月１日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 犬の特徴 

捕獲した場所 種類 毛色等 性別 体格 年齢 その他 

白塚町 トイプー

ドル 

茶 

長毛 

オス 小 ９１日

以上 

首輪なし 

 

２ 抑留日  令和４年１月２９日 

３ 抑留期間 令和４年２月７日まで 

４ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



津市公告第１２号 

 津市家庭児童相談システム更新及び運用等に係る業務について、次のとおり

プロポーザルを実施しますので、公告します。 

  令和４年２月４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 業務概要 

  業務内容 

 ア 津市家庭児童相談システム更新業務 

システム設計及び更新、既存システムのデータ移行、システムテ 

スト等 

イ 津市家庭児童相談システム保守サポート業務 

システム保守業務、システム運用サポート業務等 

ウ 津市家庭児童相談システム機器等賃貸借 

ハードウェアの調達・設置等 

  履行期間または契約期間 

  ア 津市家庭児童相談システム更新業務 

契約締結日から令和４年９月３０日まで 

イ 津市家庭児童相談システム保守サポート業務 

令和４年１０月１日から令和９年９月３０日まで(長期継続契約) 

ウ 津市家庭児童相談システム機器等賃貸借 

    令和４年１０月１日から令和９年９月３０日まで(長期継続契約)  

  提案見積限度額 

１５，０４８，０００円（履行期間または契約期間全体の総額（消費税

及び地方消費税を含まない）） 

                     

２ 参加資格要件 

   津市契約規則(平成１８年津市規則第４０号)第７条に規定する津市競

争入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）に登載されていること。

登載されていない場合にあっては、以下の書類を提出し確認を受けてい

ること。 

ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記 

簿謄本） 

ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されてい

ないことの証明書 

エ 印鑑（登録）証明書 

   国税、本社所在地における都道府県税及び市町村税（支店等がこの公募

型プロポーザルに参加及び契約を行う場合は、本店所在地及び支店等所在



地の都道府県税及び市町村税）の滞納がないこと。 

   地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す

る一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

  津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止措置を受けていないこと。 

  自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年

法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

  手形交換所から取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない

こと。 

   民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再

生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続き開

始の申立てがなされた者であっても再生計画又は更生計画が認可された者

を除く。 

  津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２７年訓７６

号）別表に該当しないこと。 



３ プロポーザル実施スケジュール  

実施の公告 

（実施要領の公表） 

令和４年２月４日（金） 

質問書の提出期限 令和４年２月１０日（木） 

質問書の回答 令和４年２月１５日（火） 

参加申込書類の提出期限 令和４年２月１７日（木） 

参加資格審査結果通知 令和４年２月１８日（金） 

企画提案書等の提出期限 令和４年２月２５日（金） 

第１次審査選定結果通知 令和４年３月４日（金） 

第２次審査（プレゼンテー

ション及びヒアリングの審

査、最優先候補者の選定） 

令和４年３月２８日（月）(予定) 

最優先候補者決定 令和４年３月２９日（火） 

 

４ 実施要領等の配布 

  実施要領等は、津市ホームページ当該企画提案記事内からダウンロードを

すること。 

 

５ 契約の相手方の最優先候補者の選定について 

  企画提案書は、津市家庭児童相談システム更新及び運用等に係る業務プロ

ポーザル方式審査委員会において審査し、最も高い評価を受けた企画提案書

の提案者を契約の相手方の最優先候補者（以下「最優先候補者」という。）

として選定する。 

 

６ 契約の締結について 

  審査の結果、最優先候補者として選定された提案者と契約に関する協議を

行い、契約の締結を行う。 

  なお、最優先候補者との協議が整わない場合は、最優先候補者に次いで高

い評価を受けた企画提案書の提案者と順次契約に向けての協議を行う。 

 

７ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は、「津市家庭児童相談システム更新及び運



用等に係る業務プロポーザル実施要領」による。 



津市公告第１３号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定により

公告します。 

  令和４年２月１０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   



津市公告第１４号  

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。 

  令和４年２月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 変更の内容 

  農地から農業用施設用地への変更 

２ 変更場所 

土 地 の 所 在 地 積 

(㎡) 

変更面積 

(㎡) 

用 途 区 分 

大 字 字 地 番 変更前 変更後 

美杉町

八知 
庄屋田 1347番2 349 349 農地 

農業用施設

用地 

 



津市上下水道事業告示第２号 

  水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により、津市水道

事業指定給水装置工事事業者から次のとおり事業の廃止の届出があったので、

津市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程

第１４号）第１０条第４号の規定により告示する。 

  令和４年２月２日 

 

津市上下水道事業管理者 田 村   学 

 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

田中設備工業株式会

社 

津市高茶屋小森町２２３２

番地４ 

令和３年１２月２３日 

 

  



津市上下水道事業告示第３号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２第１項の規定により、

次の指定給水装置工事事業者の指定を更新したので、津市水道事業指定給水装

置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第２

号の規定により告示する。 

  令和４年２月２日 

 

津市上下水道事業管理者 田 村   学   

 

名称 所在地 指定の有効期間 

株式会社ヤマダ設

備工業 

四日市市南富田町４番３６

号 

令和９年９月２９日まで 

Ｉ・Ｔ住設 松阪市五主町１０９８番地 令和９年９月２９日まで 

前田配管 鈴鹿市神戸三丁目９番２１

号 

令和９年９月２９日まで 

株式会社トリプル

エム 

松阪市駅部田町４００番地

１ 

令和９年９月２９日まで 

中村水道 松阪市上川町４１９番地 令和９年９月２９日まで 

株式会社トータル

プランニング 

鈴鹿市神戸二丁目３番３４

号 

令和９年９月２９日まで 

有限会社前川組 津市芸濃町椋本５１１０番地 令和９年９月２９日まで 

有限会社河村設備 亀山市木下町５２２番地 令和９年９月２９日まで 

株式会社村山設備 亀山市太岡寺町１０番地 令和９年９月２９日まで 

スガコー建設株式

会社 

名張市夏見２２７０番地１ 令和９年９月２９日まで 

若林商店 津市高野尾町４９６３番地

１１ 

令和９年９月２９日まで 

ヤマナカ電化サー

ビス 

津市美杉町石名原１８１５

番地３ 

令和９年９月２９日まで 

大管工業有限会社 松阪市大黒田町１２６５番地 令和９年９月２９日まで 

藪建設株式会社 津市大里睦合町２５２２番地 令和９年９月２９日まで 

 



津市上下水道事業告示第４号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により、次

の者を指定給水装置工事事業者に指定したので、津市水道事業指定給水装置工

事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第１号の

規定により告示する。 

  令和４年２月２日 

 

津市上下水道事業管理者 田 村   学   

 

名称 所在地 指定の有効期間 

株式会社たかはし設

備 

北牟婁郡紀北町船津１０

９５番地 

令和４年１月１７日から令

和９年１月１６日まで 

 

 



  

津市監査委員告示第１号 

 令和４年１月１９日付けで提出された住民監査請求書について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定に基づく監査の結果を、

令和４年１月３１日付けで別紙のとおり請求人に通知したので、同項の規定に

基づき、公表する。 

  令和４年２月４日 

 

津市監査委員 大 西 直 彦 

津市監査委員  安 藤 友 昭 

津市監査委員 安 井 広 伸 

津市監査委員 西 山 み え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１ 請求の受理 

  １ 受理年月日 

    本件監査請求書は、令和４年１月２０日に受理した。 

  ２ 請求人の住所・氏名 

    津市 弁護士 村 田 正 人 

  ３ 請求の要旨 

本件監査請求書、事実を証する書面及び令和４年１月２１日付けで提

出された訂正申立書の内容から、本件監査請求の要旨は、次のとおりで

あると理解した。 

     津市が相生町自治会との間で締結した資源物持ち去り防止パトロー

ル業務委託契約を、民法第９６条の詐欺によりすべて取消したうえで、

原状回復請求権を行使して騙取された５，２８４万５，０１５円の全

額を支払えと田邊哲司に請求しないで放置していることは、財産の管

理（不当利得返還請求権の行使）を怠る事実であるので、地方自治法

（以下「法」という。）第２４２条第１項に基づき、当該怠る事実を

改めること及び当該怠る事実によって津市が被った損害を補填するた

めに必要な措置、すなわち、相生町自治会との間で締結した資源物持

ち去り防止パトロール業務委託契約を、民法第９６条の詐欺により、 

すべて取消したうえで、原状回復請求権を行使して、田邊哲司に対し、 

騙取した５，２８４万５，０１５円の全額を支払えと請求せよとの監

査を求める。 

  監査委員が行う監査に代えて、津市と契約を締結した外部監査人が

行う個別外部監査（法第２５２条の２７）を求める。その理由は、本

件監査請求は、優れて法的見識が必要な監査請求であり、法律専門家

である弁護士など、法的専門家による監査が必要であるからである。 

第２ 監査の結果 

   住民監査請求は、同一事件について、二個以上の請求がなされた場合で 

  も、「請求者が異なる以上「一事不再議」の原則を援用することはできな

ないが、すでに行った監査の結果に基づいて、請求に係る事実がないと認

めるときは、その旨請求者に通知すれば足りる。」（昭和３４年３月１９

日行政実例）とされている。 

   本件請求は、請求人、請求時期、請求件名は異なるものの、請求人が代 

理人となり、市民１９人から令和３年６月１５日付けで提出のあった住民 



監査請求の一部と実質的には同一の内容となっており、既に同年７月２１ 

日付けで、「請求人の主張する請求方法と金額に差異はあるものの、当該 

差異は、損害賠償請求するに当たって、市が資源ごみ持ち去り防止パトロ 

ール業務委託契約により利得した額を損益相殺したことによるものであり、 

津市長は、市が被った損害額を合理的に算出し、資源ごみ持ち去り防止パ 

トロール業務委託契約に係り発生した損害を補填するための措置を講じて 

いることには変わりがない。そうすると、本件監査請求の対象とした財務 

会計行為としての財産の管理を怠る事実が、監査期間中に消滅したことに 

なり、本件監査請求についても理由はなくなることから、本件監査請求に 

ついては、棄却せざるを得ない。」との監査結果を、代理人である請求人

にも通知している。 

  したがって、本件請求につき改めて監査を行う必要はないものと判断し 

た。 

   なお、請求人は、法第２５２条の２７の規定に基づき、個別外部監査に 

よる住民監査請求を求めているが、法第２５２条の４３第１項において、 

「第２４２条第１項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契

約に基づく監査によることができることを条例により定める普通公共団体

の住民は、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、

その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基 

づく監査によることを求めることができる。」とされている。 

   しかしながら、津市は、外部監査契約に基づく監査に関する条例を定め 

ていない。よって、津市民は、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約 

に基づく監査を求めることはできず、請求人の求めには応じられないこと 

を申し添えておく。 

                                以上 

 


